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第１４回田原市市民協働まちづくり会議議事録要旨 

 

 日 時 平成２４年１２月１０日（月）19:00～20:45 

 場 所 田原市役所北庁舎３階 ３００会議室 

 出席者 会長／鈴木誠、委員／伊藤伸浩、藤城啓丞、酒井修、本多智映子、

鈴木克典、安田幸雄、川口昌宏 

 欠席者 山田副会長、伊藤冨士彌委員、中川委員 

 議事録署名者 酒井委員、本多委員 

 事務局 市民協働課／渡邊（課長）、松井（副主幹）、柴田（主事補） 

 議 題 （１）市民提案型委託制度（テーマ提示型）について 

（２）田原市の市民協働まちづくり方針の改訂について 

 

 

議 題 

（１） 市民提案型委託制度（テーマ提示型）について（報告） 

【資料１－１】【資料１－２】（説明：事務局） 

 ・平成２４年６月から７月にかけ「男女共同参画啓発事業」２事業公募したが、応募

がなかったため、第１７回田原市男女共同参画推進懇話会で今年度実施方針を検討

し、以下のとおり決定した。 

 ・啓発パンフレット作成事業は、テーマを「男女共同参画の視点からの防災」にしぼ

り、再募集を行う。 

 ・講座開催事業は、懇話会でテーマや開催日等を検討し、開催する。 

 ・イメージマーク作成事業は専門業者に作成委託し、懇話会委員や市民意見等により

選定する。 

 

 ≪質疑・意見≫ 

 ・パンフレット作成事業は市役所防災対策課との連携が必須だと思う。 

 ・パンフレット作成事業は再募集しても応募がない場合はどうするのか。 

  →（回答）団体に個別に呼びかけを行いたい。 

 ・委託事業を公募しても、市民の意識はそこまで育っていない。市民に押し付けるこ

とになるのではないか。 

  →（回答）押し付けるわけではない。受託団体と市役所とで常に協力しながら事業

を進めていく。 

 ・パンフレット作成には市民のニーズをしっかりと把握して、行政が受託団体（作り

手）と受け手となる市民の橋渡しをしてほしい。 
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（２） 田原市の市民協働まちづくり方針の改訂について 

○第１章～第３章＜改訂版＞の確認【資料２－１】（説明：事務局） 

 ・第１章は、方針策定時からの社会変化と、前回協働会議での意見交換を基に修正。 

 ・第２章（１）（２）は、市民協働まちづくり条例に変更なしのため、修正箇所なし。

（３）（４）は、改訂年度と目標年度の数字を修正。 

 ・第３章（２）「配慮すべき視点」に、④「人と人との絆づくり」を新設。東日本大

震災を受けて、普段から身近な人とのコミュニケーションを構築し、いざという時

に助け合える地域づくりを目指す。 

 

≪質疑・意見≫ 

 ・第１章（２）⑤「市民等と事業者のよりいっそうの連携」の項目名と内容は、現状

で連携できていないように受け取られるが、事業者はすでにいろいろな社会貢献活

動をしている。 

  →（回答）方針策定時よりは連携が進み、また、さらなる連携が必要であるため、

「よりいっそうの連携」とした。 

 

 

 

 

○第４章「市民協働の６つの指針」改訂骨子（案）の確認 

【資料２－２】【資料２－３】（説明：事務局） 

 ・策定時からの社会変化、これまでの協働会議での意見、委員個別ヒアリング、庁内

ワーキング会議での意見を反映させ、追記修正した。 

 ・今回会議の改訂骨子（案）についての意見交換結果を反映させ、次回会議で改訂版

冊子（案）を提示する。 

 ・資料２－２修正 

指針その６（２）ａの現状は、「基金運用益は、市が市民活動を振興するために

設置している市民活動支援センターの事業費用等に活用します。」に修正。 

 

≪質疑・意見≫ 

・指針その１（２）ａ「活動ＰＲ・信頼性の向上」の現状で、市民活動団体のことが

全般的に周知されていない旨が削除されているが、残した方がよいのではないか。 

  →（回答）少しずつ周知も進んでいるため、同じような意味合いで表現を変えるこ

ととしたい。 

 ・指針その５（１）②ｃ「地域コミュニティ団体の認定制度」について、すべての団

体が認定団体となる目標年度を定めた方がよいのではないか。 

  →（回答）認定制度は義務ではないが、自治会の運営の透明化を図るためにも目標

年度を記載することとしたい。 

決定事項 

・第１章（２）⑤の項目名、内容文を事務局で修正し、会長に一任する。 
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◇配布資料 

【次 第】第１４回田原市市民協働まちづくり会議次第 

【名 簿】第１４回田原市市民協働まちづくり会議委員名簿 

【資料１－１】市民提案型委託制度（テーマ提示型）男女共同参画啓発事業 実施の方向性 

【資料１－２】市民提案型委託制度（テーマ提示型）再募集（パンフレット作成）応募要領 

【資料２－１】田原市の市民協働まちづくり方針 第１章～第３章＜改訂版＞（案） 

【資料２－２】田原市の市民協働まちづくり方針 第４章 改訂骨子（案） 

【資料２－３】方針第４章 ６つの指針に関する意見集 

【情報誌】市民活動だより vol.16（2012 年 12 月 1 日号） 

決定事項 

・指針その１（２）ａ「活動ＰＲ・信頼性の向上」の現状は、「田原市内の市民活

動団体は、独自または、関係団体、田原市民活動支援センターと連携して、情報

誌やホームページなどで活動をＰＲしていますが、まだ不足しています。」に修正

することとする。 

・指針その５（１）②ｃ「地域コミュニティ団体の認定制度」については、すべ

ての地域コミュニティ団体が認定団体となる目標年度を平成２９年度と記載す

る。 

・意見交換結果を踏まえ、全文を追記修正し、会長に確認する。その後、次回協

働会議にて最終案を提示し、確定する。 


